
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
受
領

答

弁

第

九

六

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
九
六
号

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
歯
科
技
工
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
歯
科
技
工
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格
（
国
際
標
準
化
機
構
の
定
め
る
規
格
を
い
う
。
）
、
「
歯
科
鋳
造
用
ニ
ッ
ケ
ル
ク

ロ
ム
合
金
（
冠
用
）
の
製
造
（
輸
入
）
の
承
認
申
請
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
日
付
け
薬
審
第
二
九
四
号
厚
生

省
薬
務
局
審
査
課
長
通
知
）
等
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し
た
歯
科
材
料
を
選
定
す
る
こ
と
等
、
歯
科
医
師
が
補
て
つ
物
等
の

作
成
を
国
外
に
委
託
す
る
場
合
の
遵
守
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
「
補
て
つ
物
等
の
作
成
を
国
外
に
委
託
す
る
場
合
の
使
用
材

料
の
指
示
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
付
け
医
政
歯
発
〇
三
三
一
第
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
歯
科
保

健
課
長
通
知
。
以
下
「
課
長
通
知
」
と
い
う
。
）
を
各
都
道
府
県
に
通
知
し
、
そ
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
歯
科
医
師
が
国
外
で
作
成
さ
れ
た
補
て
つ
物
等
（
以
下
「
国
外
作
成
補
て
つ
物
等
」
と
い
う
。
）
の
作
成
過
程

を
把
握
す
る
方
法
を
策
定
す
る
た
め
、
有
識
者
の
意
見
も
聞
き
つ
つ
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
そ
の
結

果
を
踏
ま
え
、
当
該
方
法
を
策
定
し
、
歯
科
医
師
に
周
知
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

補
て
つ
物
等
に
つ
い
て
は
、
国
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
ず
、
患
者
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
歯
科
医
師
法

一



（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
使
用
し
て
歯
科
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
歯
科
医
師
に
限

定
す
る
と
と
も
に
、
歯
科
医
師
に
対
し
、
課
長
通
知
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
各
法
律
や
規
制
の
適

用
外
と
し
て
無
政
府
状
態
に
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

歯
科
技
工
に
つ
い
て
は
、
国
外
作
成
補
て
つ
物
等
の
使
用
を
含
め
、
患
者
を
治
療
す
る
歯
科
医
師
が
歯
科
医
学
的
知
見
に

基
づ
き
適
切
に
判
断
し
、
当
該
歯
科
医
師
の
責
任
の
下
、
安
全
性
に
十
分
配
慮
し
た
上
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

国
外
作
成
補
て
つ
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
新
た
な
法
整
備
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

補
て
つ
物
等
の
作
成
に
係
る
制
度
は
国
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
ま
た
、
国
外
で
補
て
つ
物
等
を
作
成
す
る
者
の
知
識
及

び
技
術
の
水
準
も
様
々
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
歯
科
医
療
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
補
て
つ
物
等
を
用
い
る
か
に
つ
い

て
は
、
個
別
の
事
例
に
応
じ
て
歯
科
医
師
が
歯
科
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
適
切
に
判
断
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

六
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
例
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
金
属
ア
レ
ル
ギ
ー
等
の
医
学
的
な
問
題
」
及
び
「
不
測
の
事
態
」
に
つ
い
て
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


